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１．背景 

東京の幹線道路沿道における自動車排出ガスによる大気汚染は、厳しい状況とな

っている。特に、道路構造や地形等が原因で、局地的に大気汚染物質が高濃度とな

る地域が存在している。 

このため東京都は、国や首都高速道路公団と共同して、板橋区大和町交差点、大

田区松原橋交差点において大気浄化実験施設を設置するなど、大気浄化技術の調

査検討を行ってきた。 

また、さらなる大気浄化技術の進歩を求めて、大気汚染物質が高濃度となる地域の

ひとつである目黒区大坂橋交差点において、付近の都有地を大気浄化設備の実験フ

ィールドとして民間企業に提供し、その技術開発を促すこととした。合わせて、東京都

の研究機関、関連部署の職員からなる大坂橋大気浄化公募実験検討委員会を設置

して、実験の評価検討を行うものとした。 

 本報告書は平成１５年３月から平成１７年１０月まで実施された、大坂橋大気浄化公

募実験についてとりまとめた最終報告である。 
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２．大坂橋交差点の状況 

２．１ 大坂橋交差点の位置および実験場所 

 大坂橋交差点は図２．１のとおり東京都目黒区に位置する。実験場所は、大坂橋交

差点付近にある、環状六号線高架下及びランプ内とした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２．１ 大坂橋交差点の位置 

●大坂橋局（自動車排出ガス測定局）、●実験設備 

 

大坂橋交差点 

環
状
六
号
線 

国道２４６号 
 

首都高速３号線 

大坂橋交差点 

プラント 大坂橋局 

プラント 
光触媒塗材 
ミスト 

プラント 

プラント 
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２．２ 大坂橋交差点の道路構造と周辺地形 

 大坂橋交差点の道路構造を図２．２に示す。大坂橋交差点は、一般国道２４６号の上

を首都高速３号渋谷線が平行に走り、その下を主要地方道環状六号線が交差する、

三層構造の交差点である（写真２．１）。 

 大坂橋交差点の周辺地形を図２．３に示す。大坂橋交差点は、南東側（環状六号線

中目黒方向）を除く三方を丘陵地で囲まれた位置にある。また、南東側は目黒川を底

とする谷状の地形が存在している。 

 

 

３４ｍ ８ｍ ９ｍ 

１５ｍ
１５ｍ 

３９ｍ

２８ｍ

（Ｂ－Ｂ’断面） （Ａ－Ａ’断面） 

※上下方向の寸法は路面間の離隔とする 

環状六号線 環状六号線 

国道 246 号 国道 246 号 

高速３号線 
高速３号線 

Ａ     Ａ’ 

Ｂ 

Ｂ’ 

（右図の断面位置） 

大坂橋交差点 

環状六号線 

国道 246 号 
高速３号線 

 
図２．２ 大坂橋交差点の道路構造 
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 図２．３ 大坂橋交差点の周辺地形 写真２．１ 大坂橋交差点（三層構造） 

 ※数字は標高を示す 
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２．３ 大坂橋交差点周辺の交通量 

 大坂橋交差点における三路線の交通量を表２．１に、交通量の経年変化を表２．２に、

それぞれ示す。大坂橋交差点の交通量をみると、平日に約２２万台／日の交通量が

ある。交通量の経年変化をみると、昼間時で、昭和５８年度～平成１７年度の間は約１

３万台と横ばいに推移している。 
 

表２．１ 三路線の日交通量および昼間交通量 

平 日 調 査 休 日 調 査 

自動車交通量［台/日］ 

（ ）内は[台/昼間１２ｈ] 

自動車交通量［台/日］ 

（ ）内は[台/昼間１２ｈ] 
路線名 

大型車 小型車 合 計 

大型車

混入率 

［％］ 大型車 小型車 合 計 

大型車

混入率 

［％］ 

一般国道 

２４６号 

８，５１７ 

(６，２７８) 

６０，４３２ 

(３４，１６３) 

６８，９４９ 

(４０，４４１ 

１２.４％ 

(１５.５％) 

３，８６５ 

(２，４３３) 

５６，７７８ 

(３４，１１０) 

６０，６４３ 

(３６，５４３) 

６.４％ 

(６.７％) 

主要地方道 

環状六号線 

５，７６４ 

(４，４１８) 

４３，９１１ 

(２９，３３２) 

４９，６７５ 

(３３，７５０ 

１１.６％ 

(１３.１％) 

２，１３５ 

(１，３４６) 

３９，２４２ 

(２４，９８７) 

４１，３７７(２

６，３３３) 

５.２％ 

(５.１％) 

首都高速 

３号渋谷線 

３１，０５８ 

(１３，７７７) 

６７，０８７ 

(３８，４０７) 

 ９８，１４５ 

(５２，１８４) 

３１.６％ 

(２６.４％) 

１２，９２１ 

(５，５１６) 

７１，６５３ 

(４７，４６４) 

８４，５７４(５

２，９８０) 

１５.３％ 

(１０.４％) 

合 計 
４５，３３９ 

(２４，４７３) 

１７１，４３０ 

(１０１，９０２) 

２１６，７６９ 

(１２６，３７５) 

２０.９％ 

(１９.４％) 

１８，９２１ 

(９，２９５) 

１６７，６７３ 

(１０６，５６１) 

１８６，５９４ 

(１１５，８５６)

１０.１％ 

(８.０％) 

注： （ ）書きの数値は、昼間１２時間（午前７時から午後７時まで）の交通量である。 

出典：「平成１７年度 交通量調査報告書（道路交通センサス） 平成１８年１０月」（東京都建設局 道路建設部） 

観測地点： 国道２４６号…世田谷区池尻 2-31： 環状六号…渋谷区富ヶ谷 2-2： 高速３号…世田谷区用賀 4-5 

 

表２．２ 昼間交通量の経年変化 ［単位：台/昼間１２ｈ］ 

年 度 一般国道 

２４６号 
主要地方道 

環状六号線 
首都高速 

３号渋谷線 合 計 

昭和５８年度 ５１，４１８ ３３，５６２ ５２，８９９ １３７，８７９ 

昭和６０年度 ４５，９８６ ３２，０８３ ５４，６７６ １３２，７４５ 

昭和６３年度 ４７，３９７ ２８，１６２ ６０，３５２ １３５，９１１ 

平成２年度 ４５，１７４ ２８，６３１ ５６，３２３ １３０，１２８ 

平成６年度 ３８，４８２ ３１，９５４ ５５，４５６ １２５，８９２ 

平成９年度 ４２，５１５ ３２，６８４ ６０，４４５ １３５，６４４ 

平成１１年度 ４４，５４８ ３１，１６７ ５４，６２０ １３０，３３５ 

平成１７年度 ４０，４４１ ３３，７５０ ５２，１８４ １２６，３７５ 

出典： 「平成１７年度 交通量調査報告書（道路交通センサス） 平成１８年１０月」（東京都建設局 道路建設部） 

観測地点： 国道２４６号…世田谷区池尻 2-31： 環状六号…渋谷区富ヶ谷 2-2： 高速３号…世田谷区用賀 4-5 
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２．４ 大坂橋交差点の大気汚染状況 

 平成１７年度における、大坂橋交差点に隣接する自動車排出ガス測定局（大坂橋自

排局）での、NO２（二酸化窒素）濃度の年平均値は０．０４６[ppm]となった。また、SPM

濃度の年平均値は０．０３６[mg/m３]となった。 

直近１２年間の、NO２および SPM 年平均値の変化をみると、図２．４のようになる。 

大坂橋自排局でのＳＰＭは、東京２３区内の自動車排出ガス測定局平均値（区部自

排局）、および、全国の自動車排出ガス測定局平均値（全国自排局）に近づきつつあ

り、改善が見られる。 

しかし、NO２については、区部自排局及び全国自排局に比べて、経年的に高い濃

度を示すものとなった。 
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図２．４ 区部および全国の自排局平均に対する大坂橋自排局のＮＯ２、ＳＰＭ濃度（年平均値） 

出典： 「大気汚染常時測定局測定結果報告（平成１７年度年報）」（東京都環境局環境改善部） 

「２００３・２００４年度(2003/4～2005/3)年度統計値」（東京都環境局公式ウェブサイト「東京の環境」） 

「平成１７年度大気汚染状況について」（環境省公式ウェブサイト「大気環境モニタリング実施結果」） 
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３．実験内容 

３．１ 実験目的 

  民間企業に都有地を実験場所として提供することにより、大気浄化技術の開発を

促すとともに、参加企業の大気浄化実験設備の除去能力を検証することを目的とす

る。 

  

３．２ 設備概要 

本実験に参加した企業は８社であり、実験システムは、①浄化設備として土壌又は

機械を用いるプラント（６社）、②光触媒塗材を用いたもの（１社）、③ミストを用いたもの

（１社）に大別される。 

プラントと光触媒塗材及びミストの各実験システムの動作イメージを図３．１～図３．３

に示す。参加企業により提供された実際の設備概要を表３．１に示す。 

 

 

浄化処理 

自動車等の排出源 プラント装置 

 

汚れた大気を吸引 
入口 出口 

清浄化大気を排気 

 

沿道周辺 
 

図３．１ プラントの動作イメージ 

 

 

   

自動車等の排出源 光触媒 

 

汚れの成分が光触媒に吸着 

沿道周辺 

 

清浄化大気となる 

 
図３．２ 光触媒塗材の動作イメージ 

 

 

 
    

自動車等の排出源 ミスト 

汚れの成分がミストに吸着 

沿道周辺

清浄化大気となる

Ｐ 希釈水 

 
図３．３ ミストの動作イメージ
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表３．１ 設備概要 

参加

企業 

実験

方式 
設備写真 設備の動作原理 設備の諸元（定格） 

Ａ 

 

プラントに土壌（赤玉・軽石等）

を充填し、これに酸化剤槽で前

処理した沿道大気を通気して、

NOX 及び SPM を除去する。 

土壌面積１[m２] 

通気速度５．５[cm/s] 

処理風量２００[m３/hr] 

設置面積５[m２] 

Ｂ 

 

プラントに土壌（活性炭、ゼオラ

イト等）を充填し、これにプラズ

マ放電で前処理した沿道大気

を通気して、NOX及び SPMを除

去する。 

土壌面積５．２[m２] 

通気速度１６[cm/s] 

処理風量２９９５[m３/hr] 

設置面積９．８[m２] 

Ｃ 

 

プラントに土壌（黒ボク土等）を

充填し、これにオゾン添加で前

処理した沿道大気を通気して、

NOX 及び SPM を除去する。 

 

土壌面積１０[m２] 

通気速度８[cm/s] 

処理風量２８００[m３/hr] 

設置面積１２．５[m２] 

Ｄ 

 

プラントに電気集塵および脱硝

装置を設置し、沿道大気を吸引

する。電気集塵で SPM を除去

後、加湿酸化と脱硝剤で NOX

を除去する。 

 

通気速度５０[cm/s] 

処理風量３６００[m３/hr] 

設置面積１３[m２] 

脱硝剤は自動再生式 

Ｅ 

 

プラントに電気集塵および脱硝

装置を設置し、沿道大気を吸引

する。電気集塵で SPM を除去

後、脱硝フィルタで NOX を除去

する。 

通気速度１００ [cm/s] 

処理風量１２９６[m３/hr] 

設置面積９[m２] 

脱硝フィルタは交換式 

Ｆ 

プ
ラ
ン
ト 

 

プラントに光触媒フィルタと SPM

フィルタを配置し、強制的に沿

道大気を取り込んで浄化した

後、排出する。 

通気速度１０[cm/s] 

処理風量９９[m３/hr] 

設置面積０．０８[m２] 

Ｇ 

光
触
媒
塗
材 

 

 

光触媒機能を持つ塗材でコー

ティングした試験片を、沿道大

気下に暴露し、NOXを吸着分解

して除去する。 

試験片寸法５０×５０[cm] 

Ｈ ミ
ス
ト 

 

水で希釈した有用微生物混入

液を沿道大気に噴霧（ミスト）し

NOX・SPM をミストに取込んで除

去する。 
※写真のビニールトンネルは濃度測定の

為のもので浄化には不要 

通気速度４．５[cm/s] 

ミストノズル数６基 

ミスト噴霧量４３㍑/hr 
 

※ビニールトンネル寸法 W3.0、

H2.5、L4.4m 
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３．３ 対象実験期間 

 平成１５年３月から平成１７年１０月 

 （ミストについては平成１６年１０月から平成１７年１０月） 

 

３．４ プラント実験・ミスト実験における評価対象実験ケース 

プラント実験・ミスト実験において、参加企業は除去能力向上を目的として、処理風

量や通気速度等の運転方法を変えて実験を行ったり、土壌の配合を変えるなどの設

備の改良を重ねて実験を行った。 

このため、参加企業の意向を踏まえて、次に示す考え方で評価対象とする実験ケ

ースを選択するものとした。 

 

  

① 設備仕様を変えないで処理風量などの運転方法を変えた設備は、運転方法

毎に実験ケースを選択する。 

② 改良を重ねた設備は、参加企業の推薦する設備仕様について実験ケースを

選択する。 

  

 

表３．４．１に運転方法変更および設備改良の経緯を示す。 

なお、今回の実験では、沿道の大気濃度の改善についての検証は行っていない。 

 

以上、①と②の考え方を受けて、評価対象に選択した実験ケースの期間とサンプル

数（※）は表３．４．２のとおりとなった。選択した実験ケースはサンプル数で５個から                

５３８６個まで、また、実験期間で１日間から１２ヶ月間となっており、参加企業ごとに

様々なものとなっている。 

 

（※）サンプル数： 実験において、プラントの入口濃度および出口濃度を測定したデータの数 
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表３．４．１ 参加企業の行った運転方法変更および設備改良の経緯 

参加
企業 

年 月 実施事項 

 
Ａ 

 
H15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H17 

 
3 月 

 
 
 

7 月 
 

8 月 
 

9 月 
 
 

11 月 
 
 

1 月 
 

2 月 
 
 

3 月 
 

6 月 
 

11 月 
 
 
 

2 月 
 

3 月 

 
実験を開始した。 
土壌間隙率が小さいので通気速度を上げることが困難であることが判明し
た。また NO 除去率が小さい問題があった。 
 
散水装置の追加。 
 
土壌組成を見直し、土壌入替を実施した。 
 
除去性能をほぼ損なわず、土壌間隙率を大きく、通気速度を２倍にするこ
とができた。NO 除去率は小さいままであった。 
 
土壌組成を見直すための室内実験を実施。結果を踏まえ、NO除去原理と
して溶解式から吸着除去式に変更した。 
 
散水方法を改良し、NO2 除去率を 9 割以上に向上した。 
 
NO 吸着除去のための活性炭入土壌に変更した。NO 除去率が格段に向
上した。 
 
微生物分解槽を追加。 
 
酸化剤槽、散水装置の改良。 
 
土壌層厚（30～80cm）、処理風量（50～600ｍ３/h/m２）をパラメータとした
NO2、SPM 除去実験により、土壌層厚の合理的な設計手法を確立。  
（処理風量約 600ｍ３/h/m２で NO2 除去率は約 83％） 
 
土壌層植栽ありとした浄化実験を実施、植生による悪影響なしと確認。 
 
実験を終了した。 
 

 
Ｂ 

 
H15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 月 

 
 
 

3 月 
 
 
 

6 月 
 
 

10 月 
 
 

 
実験を開始した。 
設置場所の汚染大気質が低濃度であるため、前例の泉町実験同等の性
能が発揮できなかった。 
 
山手通り沿道大気をダクトで導風する改良を行うが、導風大気の汚染濃度
がまだ低く、運転条件の試行錯誤を重ねるものの、泉町実験同等の性能
を発揮しない状態が続いた。 
 
大坂橋濃度において性能を発揮できる土壌組成を見出すための要素実
験を開始。 
 
要素実験の結果を踏まえ、土壌組成を見直し、土壌入替を実施した。結
果、泉町実験同等の性能を発揮するようになった。 
 

（次頁につづく） 
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表３．４．１ （つづき） 

 
Ｂ 

 
 

H17 

 
 

1 月 
 

5 月 
 

10 月 
 
 
 

（前ページからつづき） 

 
ディーゼルエンジン排ガス浄化実験。 
 
リモートデータ転送装置による入口出口濃度の遠隔モニタリング開始。 
 
実験を終了した。 
 

 
Ｃ 

 
H15 

 
 
 
 
 

H17 

 
4 月 

 
 
 
 
 

9 月 
 

10 月 
 

 
実験を開始した。 
土壌槽の省スペース化を検討するため、通気速度を従来に比べ向上させ
た運転とするとともに、従来の通気速度の運転も行って、比較した。 
 

（この間は運転方法の変更のみ行い、設備改良は行っていない） 
 
土壌通気性を見直した土壌改良材の使用開始。 
 
実験を終了した。 
 

 
Ｄ 

 
H15 

 
 
 
 
 

H16 
 
 
 
 
 

H17 

 
3 月 

 
 
 
 
 

11 月 
 
 

4 月 
 
 

7 月 
 

 
実験を開始した。 
設備の省スペース化を検討するため、通気速度を定格値より向上させた
運転を行って、除去能力の変化を比較した。 
 

（この間は運転方法の変更のみ行い、設備改良は行っていない） 
 
大粒化した脱硝材に入替え、オゾン注入位置を設備入口側に変更し、通
気速度とオゾン注入量をパラメーターとした運転を行った。 
 
通気速度１００cm/s（倍速運転）でのデータ蓄積を行い、オゾン反応時間を
確保すると NOX 除去率の向上が認められた。 
 
実験を終了した。 
 

 
Ｅ 

 

 
H15 

 
 
 
 
 

H16 

 
3 月 

 
 
 

11 月 
 

2 月 
 
 

 
実験を開始した。 
NOx 除去率が安定せず、相対湿度の影響を大きく受けていることが考えら
れた。 
 
脱硝フィルタを２段重ねとし、除去率が安定するようになった。 
 
脱硝フィルタを３段重ねとし、NO 除去率が格段に向上した。 
実験を終了した。 
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表３．４．１ （つづき） 

 
Ｆ 

 
H15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H16 

 
3 月 

 
 
 
 

7 月 
 

9 月 
 
 
 

3 月 
 

7 月 
 

 
実験を開始した。 
要素試験として、SPM・光触媒フィルタ本体はそのままとし、それ以外の改
良によって、紫外線量増加、導風効果改善、フィルタ段数追加等を施した
ときの効果検証を行った。 
 
SPM フィルタを除去効率の高いものに変更、除去率が向上した。 
 
要素試験の結果を踏まえて、除去効果の大きくなるタイプの筐体に変更し
た。以後、光触媒フィルタに塗布する塗料３種について、概ね１ヶ月ごとに
塗料をかえながら性能検証を行うこととした。 
 
データ蓄積のため光触媒塗料３種に変えての運転を開始。 
 
実験を終了した。 
 

 
Ｈ 

 
H16 

 
 
 

H17 

 
10 月 

 
 
 

4 月 
 

5 月 
 
 

10 月 
 

 
実験を開始した。 
処理大気を一定空間内に隔離するビニールトンネルを設置するが、除去
量測定が安定して行えないことが判明。 
 
ビニールトンネルを改良し、除去量測定が安定して行えるようになった。 
 
ビニールトンネル入口部で大気質濃度が均一になるよう施設を改良。 
NOX 浄化効果が認められ、定量的測定が行えた。 
 
実験を終了した。 
 
 

出典： 各社提出の公募実験報告書およびヒアリングによる 
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表３．４．２ プラント実験・ミスト実験における評価対象の実験ケースおよびその期間とサンプル数 
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３．５ プラント実験 

（１） 実験方法 

 プラント実験では、NO、NO２、NOX、SPM の除去能力を把握するため、各社の設備

入口及び出口における濃度測定を行った。 

 なお、各々の表において、実験ケース欄に記載した条件以外の各社実験の運転条

件は、表３．１設備概要に示した定格のとおり。 

 

（２） 実験結果 

 実験結果から、各社の設備の実験期間平均値でみた、NO、NO２、NOX、SPM 除去

率を算出した。その結果を表３．５．１に示す。 

 

表３．５．１ プラント実験における各設備の除去率（実験期間の平均値） 

除去率（％） 参加 

企業 
実験ケース 

NO NO2 NOX SPM 

Ａ ― ９０ ９５ ９１ ６０ 

Ｂ ― ６９ ９４ ７６ ６４ 

通気速度   ４ [cm/s] ７１ ９７ ７９ ９４ 

通気速度   ８ [cm/s] ６６ ９５ ７５ ９１ 

通気速度 ４ [cm/s] （改良） ９５ ８９ ９４ 測定なし 
Ｃ 

通気速度 ８ [cm/s] （改良） ８９ ９０ ８９ 測定なし 

通気速度  ５０ [cm/s] ７５ ９８ ８１ ９４ 

通気速度 １００ [cm/s] ６８ ９７ ７５ ９３ 

通気速度 ５０ [cm/s] （改良） ８０ １００ ８５ 測定なし 
Ｄ 

通気速度１００ [cm/s] （改良） ７２ ９９ ８１ 測定なし 

２段フィルタ １５ ７４ ２６ ９５ 
Ｅ 

３段フィルタ ６７ ８３ ７１ ９３ 

塗料タイプ１ ６ （２） ３ ５７ 
Ｆ 

塗料タイプ２ １９ （１７） ６ ３８ 

（ ）内の数字は入口濃度＜出口濃度となり除去率がマイナスであることを意味する 
※測定なし： C・D 社の判断による計画的な欠測 

 

除去率がマイナスとなったＦ社の設備を除けば、除去率は各社、各実験ケースでば

らつきがあるが、NO で１５～９５％、NO２で７４～１００％、NOXで２６～９４％、SPMで６０

～９５％となっている。 

NO はＣ社の設備が９５％、NO２はＤ社が 100％、NOX はＣ社が９４％、SPM はＥ社が

９５％であり、それぞれ最高値を示している。 

 なお、Ｆ社は NO２除去率が、入口濃度を出口濃度が上回ったためマイナスとなった。

これは光触媒反応により大気中の NOＸを除去するには NO を NO２に酸化し、さらに

NO２を NO３
-に酸化する必要があるが、NO を酸化して生成された NO２が、NO３

-に酸化

されないまま、原ガスの NO２とともにプラント外に排出されたためと考えられる。 
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つぎに、各社設備の除去量を算出した。除去量の算出にあたり、除去率が入口濃

度によって変動することから、特定濃度における除去量を示すものとした。その結果を

表３．５．２に示す。なお、特定濃度として、NO２と SPM は環境基準濃度を、また NO は

大坂橋交差点周辺におけるNO/NO２比が約2.0 であったことよりNO２環境基準濃度の

２倍を、それぞれ設定するものとした。 

 

表３．５．２ プラント実験における各設備の除去率と除去量（特定濃度における値） 

NO入口濃度 

０.１２０[ppm] 

NO２入口濃度 

０.０６０[ppm] 

NOX入口濃度 

０.１８０[ppm] 

SPM入口濃度 

０.１００[mg/m３] 参
加
企
業 

実験 

ケース 

処理 

風量 

[m３/hr] 
除去率 

（％） 

除去量 

[mg/日] 

除去率 

（％） 

除去量 

[mg/日] 

除去率 

（％） 

除去量 

[mg/日] 

除去率 

（％） 

除去量 

[mg/日] 

Ａ 
 

‾ 
２００ ９０ ６４７ ９７ ５３４  ９２ １，１８１  ５３ ２５４  

Ｂ 
 

‾ 
２，９９５ ６７ ７，２０７ ９６ ７，９１７  ７７ １５，１２５  ６２ ４，４５７  

通気速度 

４[cm/s] 
１，４００ ６７ ３，３６９ ９７ ３，７３９  ７７ ７，１０９  ９２ ３，０９１  

通気速度 

８[cm/s] 
 ２，８００ ６４ ６，４３９ ９５ ７，３２５  ７４ １３，７６１  ９４ ６，３１７  

通気速度 

４[cm/s] 

（改良） 

１，４００ ９２ ４，６２６ ９３ ３，５８５ ９３ ８，２１１ 測定なし 
Ｃ 

通気速度 

８[cm/s] 

（改良） 

 ２，８００ ８５ ８，５４８ ９２ ７，０９３ ８７ １５，６４２ 測定なし 

通気速度 

５０[cm/s] 
 ３，６００ ７１ ９，１８０ ９８ ９，７１５  ８０ １８，８９５  ９８ ８，４６７  

通気速度 

１００[cm/s] 
７，２００ ６４ １６，５５１ ９８ １９，４３０  ７５ ３５，９８１  ９４ １６，２４３  

通気速度 

５０[cm/s] 

（改良） 

 ３，６００ ７３ ９，４３９ １００ ９，９１３ ８２ １９，３５２ 測定なし 
Ｄ 

通気速度 

１００[cm/s] 

（改良） 

７，２００ ７３ １８，８７８ ９９ １９，６２８ ８２ ３８，５０６ 測定なし 

２段 

フィルタ 
１，２９６ １３ ６０５ ７３ ２，６０５  ３３ ３，２１０  ９６ ２，９８６  

Ｅ 
３段 

フィルタ 
１，２９６ ６８ ３，１６５ ８３ ２，９６２  ７３ ６，１２７  ９５ ２，９５５  

塗料 

タイプ１ 
９６ ４ １４ (１) （３）  ２ １１  ５７ １３１  

Ｆ 
塗料 

タイプ２ 
９９ １７ ６０ (２０) （５５）  ４ ６  ３４ ８１  

（ ）内の数字は入口濃度＜出口濃度となり除去率・除去量がマイナスであることを意味する 

※測定なし： C・D 社の判断による計画的な欠測 
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表３．５．３ プラント実験における除去能力 算定方法 

項目 計算式及び係数 

除去率 

[％] 

【NO、NO２及び NOX】 

｛入口濃度[ppm]－出口濃度[ppm]｝／入口濃度[ppm]×100[％] 
【SPM】 

｛入口濃度[mg/m３]－出口濃度[mg/m３]｝／入口濃度[mg/m３]×100[％] 

除去量 

[mg/日] 

【NO 及び NO２】 

入口濃度[ppm]×体積質量換算係数[mg/m３･ppm]×処理風量[m３/hr]×２４[hr/日]×除去率[％] 
【NOＸ】 

NO 除去量[mg/日]＋NO２除去量[mg/日] 
【SPM】 

入口濃度[mg/m３]×処理風量[m３/hr]×２４[hr/日]×除去率[％] 

体積質量 

換算係数 

【NO】 １．２４７１３[mg/m３・ppm]、【NO2】 １．９１２２７[mg/m３・ppm] 

ただし２９３．１５[K]、１[atm]、理想気体、ガス分子量 NO＝３０、NO2＝４６とする 

 

 

 除去率がマイナスとなった設備を除けば、プラント入口の濃度が環境基準濃度等で

あるときの性能でみると、除去率は NO で１３～９２％、NO２で７３～１００％、NOＸで３３

～９３％、SPM で５３～９８％となっている。また、除去量では、NO で６０５～１８，８７８

[mg/日]、NO２で５３４～１９，６２８[mg/日]、NOＸで１，１８１～３８，５０６[mg/日]、SPM で

２５４～１６，２４３[mg/日]となっている。 

除去率で見ると、NO はＣ社の設備が９２％、NO２はＤ社が１００％、NOX はＣ社が９

３％、SPM はＤ社が９８％でそれぞれ最高値を示している。 

また、除去量で見ると、D 社の設備は NO が１８，８７８ [mg/日]、NO２は１９，６２８

[mg/日]、NOX が３８，５０６[mg/日]、SPM が１６，２４３ [mg/日]であり、それぞれ最高値

を示している。 

同一設備で通気速度を変更した実験ケースをみると、通気速度におおむね比例し

た除去量の変化が認められる。 

 

 

設備の除去能力はその敷地面積だけで決まるものではないが、実験における設備

の大小を勘案したうえで、実用機を設置する場合の目安とするために、単位敷地面積

あたりの日除去量を算定するものとした。算定結果を表３．５．４に示す。 
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表３．５．４ プラント実験における単位敷地面積あたりの推定除去量（特定濃度における値） 

単位敷地面積あたり 

除去量 
[mg/m2・日] 

参 
加 
企 
業 

実験 
ケース 

実験 
設備 
敷地 
面積 
[m２] 

処理風量 
[m３/m2・hr] 

NO 

入口濃度 

０．１２０ 
[ppm] 

NO２ 

入口濃度 

０．０６０ 
[ppm] 

NOX 

入口濃度 

０．１８０ 
[ppm] 

SPM 
入口濃度 
０．１００ 
[mg/m３] 

Ａ 
 

‾ 
５ ４０ １２９ １０７ ２３６ ５１ 

Ｂ 
 

‾ 
９．８ ３０６ ７３５ ８０８ １，５４３ ４５５ 

通気速度 
４[cm/s] 

１１２ ２７０ ２９９ ５６９ ２４７ 

通気速度 
８[cm/s] 

２２４ ５１５ ５８６ １，１０１ ５０５ 

通気速度 
４[cm/s] 
（改良） 

１１２ ３７０ ２８７ ６５７ 測定なし 
Ｃ 

通気速度 
８[cm/s] 
（改良） 

１２．５ 

２２４ ６８４ ５６７ １，２５１ 測定なし 

通気速度 
５０[cm/s] 

２７７ ７０６ ７４７ １，４５３ ６５１ 

通気速度 
１００[cm/s] 

５５４ １，２７３ １，４９５ ２，７６８ １，２４９ 

通気速度 
５０[cm/s] 
（改良） 

２７７ ７２６ ７６３ １，４８９ 測定なし 
Ｄ 

通気速度 
１００[cm/s] 

（改良） 

１３ 

５５４ １，４５２ １，５１０ ２，９６２ 測定なし 

２段 
フィルタ 

１４４ ６７ ２８９ ３５７ ３３２ 
Ｅ 

３段 
フィルタ 

９ 
１４４ ３５２ ３２９ ６８１ ３２８ 

塗料 
タイプ１ 

１２００ １７２ （３３） １３９ １，６４２ 
Ｆ 

塗料 
タイプ２ 

０．０８ 
１２３８ ７５６ （６８２） ７４ １，０１０ 

（ ）内の数字は入口濃度＜出口濃度に起因して除去量がマイナスであることを意味する 

※測定なし： C・D 社の判断による計画的な欠測 

 

表３．５．５ プラント実験における単位敷地面積あたりの推定除去量 算定方法 

項目 計算式及び係数 

単位敷地面積あたり処理風量 

[m３/m2・hr] 
表３．５．２の処理風量[m3/hr]／実験設備敷地面積[m２] 

単位敷地面積あたり除去量 

[mg/m2・日] 
表３．５．２の除去量[mg/日]／実験設備敷地面積[m２] 
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除去率がマイナスとなった設備を除けば、単位敷地面積あたりの除去量（プラント入

口の濃度が環境基準濃度等であるときの性能）は、NO で６７～１，４５２[mg/m２・日]、

NO2 で１０７～１，５１０[mg/m２・日]、NOＸで２３６～２，９６２[mg/m２・日] 、SPM で５１～１，

２４９[mg/m２・日]となっている。 

また、Ｄ社の設備はNOが１，４５２[mg/m２・日]、NO２が１，５１０[mg/m２・日]、NOXが２，

９６２ [mg/m２・日]、SPM が１，２４９[mg/m２・日]であり、それぞれ最高値を示している。 
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３．６ 光触媒塗材実験 

（１）実験方法 
光触媒塗材の実験方法を以下に示す。 

 

① 光触媒塗材でコーティングされた試験片を環状六号線高架下に設置し、所定

の期間、沿道大気中に暴露したのち回収する。試験片を沿道大気に暴露した

期間は表３．６．１のとおりである。 

② 回収後の試験片を、実験室において洗浄し、洗浄水を分析する。 

③ 洗浄水中の硝酸イオン（NO3
-）量より、試験片が吸着した NOX 量を算出する。 

 
表３．６．１ 光触媒塗材における試験片を暴露した期間（平成１５年） 

実験２回目 参加 

企業 
暴露日数 

実験１回目 

試験片１ 試験片１ 試験片２ 試験片３ 

1 日 4 月 11 日 6 月 2 日 

3 日 4 月 12 日～4 月 14 日 6 月 3 日～6 月 5 日 

4 日 4 月 15 日～4 月 18 日 測定なし 

5 日 測定なし 6 月 6 日～6 月 10 日 

7 日 4 月 19 日～4 月 25 日 6 月 11 日～6 月 17 日 

14 日 測定なし 6 月 18 日～7 月 1 日 

28 日 測定なし 7 月 2 日～7 月 30 日 

Ｇ 

38 日 4 月 26 日～6 月 2 日 測定なし 

 
（２）実験結果 

試験片が沿道大気中から吸着した NOX 量（＝除去量）を算出したところ、表３．６．２

のとおりであり、これを日あたりでみると表３．６．３のとおりとなった。 
 

表３．６．２ 光触媒塗材における試験片の NOX 除去量 

吸着した NOX量 [mg/m2] 
実験２回目 

参加 
企業 

暴露日数 実験１回目 
試験片１ 試験片１ 試験片２ 試験片３ 平均 

1 日 １３．９ ８．８ ２０．５ ２７．８ １９．０ 
3 日 ２３．４ ２３．９ ３３．９ ４５．０ ３４．３ 
4 日 ５６．８ 測定なし 測定なし 測定なし 測定なし 
5 日 測定なし １５．１ ２６．８ ３４．９ ２５．６ 
7 日 ２７．７ １７．４ ２３．１ ５２．４ ３１．０ 
14 日 測定なし ２１．４ ３６．９ ４１．９ ３３．４ 
28 日 測定なし ４０．０ ４５．３ ５９．１ ４８．１ 

Ｇ 

38 日 ５９．４ 測定なし 測定なし 測定なし 測定なし 
注）NOX 量は NO２換算 
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表３．６．３ 光触媒塗材における試験片の日あたり NOX 除去量 

吸着した NOX量 [mg/m2・日]  
実験２回目 

参加 
企業 

暴露日数 実験１回目 
試験片１ 試験片１ 試験片２ 試験片３ 平均 

1 日 １３．９ ８．８ ２０．５ ２７．８ １９．０ 
3 日 ７．８ ８．０ １１．３ １５．０ １１．４ 
4 日 １４．２ 測定なし 測定なし 測定なし 測定なし 
5 日 測定なし ３．０ ５．４ ７．０ ５．１ 
7 日 ４．０ ２．５ ３．３ ７．５ ４．４ 
14 日 測定なし １．５ ２．６ ３．０ ２．４ 
28 日 測定なし １．４ １．６ ２．１ １．７ 

Ｇ 

38 日 １．６ 測定なし 測定なし 測定なし 測定なし 
注）NOX量は NO２換算 

 

表３．６．４ 光触媒塗材における除去量 算定方法 

項目 計算式及び係数 

除去量 

[mg/m2・日] 

試験片に付着した NOX[mg]／（試験片の面積[m2]×暴露日数[日]）で計算する 

ただし NOX [mg]は以下の計算により NO２換算で得るものとする 

NOX[mg]＝mNO２×NO３
－[mg]／mNO３ 

係数 mNO２＝46、mNO３＝62 はそれぞれ、NO2、NO３
－の分子量 

 
図３．６．１は、暴露日数に対する除去量の関係を示すものである。 
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 暴露日数と除去量の関係 日あたり除去量の変化 

図３．６．１ 暴露日数に対する除去量の関係（参加企業 G） 
 

図３．６．１（左図）で示すように、暴露日数の経過とともに NOX 除去量は増加する傾

向にあるが、確認された除去量は暴露日数３８日で５９．４[mg/m２]が最大であった。 

図３．６．１（右図）で示すように、暴露日数の経過とともに日あたり除去量は低下する

傾向にあるが、暴露日数１日で１９．０[mg/m2・日]が最大であった。 
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３．７ ミスト実験 

（１）実験方法  

ミスト実験では、NO、NO２、NOX の除去能力を把握するため、ビニールトンネルを設

置して、その中で、水で希釈した有用微生物混入液を噴霧するとともに、ファンにより

沿道大気をトンネル内に通気させ、入口及び出口における濃度測定を行った。 

 

（２） 実験結果 

 実験結果から、設備の実験期間１日間、サンプル数５個の平均値でみた、NO、NO２、

NOX 除去率を算出した。その結果を表３．７．１に示す。 

 

表３．７．１ ミスト実験における除去率（実験期間の平均値） 

除去率（％） 参加 

企業 NO NO2 NOX 

H ２３ ７ １３ 

 

次にプラント実験と同様の方法で特定濃度を設定し除去量を算出した。その結果を

表３．７．２に示す。 

プラント実験では、入口濃度が特定濃度であるときの除去率を用いて除去量を算出

したが、ミスト実験では、特定濃度となる入口濃度が測定されなかったため、近似曲線

により除去率を求めたうえで算出した。 

 

表３．７．２ ミスト実験における除去率と除去量（特定濃度における値） 

NO入口濃度 
０.１２０[ppm] 

NO２入口濃度 
０.０６０[ppm] 

NOX入口濃度 

０.１８０[ppm] 参
加
企
業 

処理 
風量 

[m３/hr] 
除去率 
（％） 

除去量 
[mg/日] 

除去率 
（％） 

除去量 
[mg/日] 

除去率 
（％） 

除去量 
[mg/日] 

H １，２００ ４ １７９ １１ ３６２ ７ ５４２ 

 

プラント実験と同様に、単位設備敷地面積あたりの日除去量を算定した。算定結果

を表３．７．３に示す。 
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表３．７．３ ミスト実験における単位敷地面積あたりの推定除去量（特定濃度における値） 

単位敷地面積あたり 

除去量 [mg/m2・日] 
参 
加 
企 
業 

実験設備 
敷地面積 

 [m２] 
処理風量 

[m３/m2・hr] 
NO 

入口濃度 

０．１２０[ppm] 

NO２ 

入口濃度 

０．０６０[ppm] 

NOX 

入口濃度 

０．１８０[ppm] 

Ｈ １３．２ ９１ １４ ２７ ４１ 
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４．まとめ 

 本実験は、民間企業に大気浄化技術の開発を促すとともに、参加企業の大気浄化

実験設備の除去能力を検証することを目的としており、実用的な施設の設置に際して

は、対象地域で排出される汚染空気量に対して効果的な除去技術や、コストの検討

等が更に求められるが、今回の実験では以下のような成果が認められた。 

 

（プラント） 

プラントによる浄化処理等は現在研究開発が盛んであり、各企業で様々な浄化シス

テムが考案されている。本実験においても参加企業が使用した設備は、その浄化原

理や諸元において様々であった。また、測定された各社の除去能力は、一部の実験

設備において NO２の除去率がマイナスの値を示すものがあったが、それを除けば①

～③の結果が認められた。 

 

① 実験期間の平均除去率でみると、NO で１５～９５％、NO２で７４～１００％、NOX

で２６～９４％、SPM で６０～９５％となっており、現地条件下において、実験設

備の除去能力を確認できた。 

② 実験設備の中には、９０％以上の高い除去率を示したものがあった。 

③ 通気速度を向上すると、それにおおむね比例した除去量増加が得られる実験

設備があった。 

 

 

（光触媒塗材） 
光触媒塗材は、既存の道路施設等に塗布（施工）が行え、太陽光によって機能する

省エネルギー的な材料である。 

測定された NOX 除去量は、降雨、日射など試験片の置かれた環境の影響をうける

ため、評価した１社においてもばらつきが見られた。また、一日あたり除去量は日数の

経過とともに低下する傾向にあるが、最大で１９．０[mg/m２・日]の除去量である等、現

地条件下において除去能力が確認できた。 

 

 

（ミスト） 
実験期間１日間、サンプル数５個と少ないが、これらの平均除去率でみると、NO で

２３％、NO２で７％、NOX で１３％となった。 

 また、課題として、「有用微生物」が入ったミストを公共空間に噴霧することの安全性

を検証することがあげられる。 
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公募実験参加企業一覧 

 

石原産業株式会社・太平洋セメント株式会社(共同) 

大成建設株式会社 

西松建設株式会社 

株式会社間組・株式会社ニチボー(共同) 

株式会社フジタ 

富士電機システムズ株式会社 

松尾橋梁株式会社 

日本建設コンサルタント株式会社・日新電機株式会社・株式会社メイセイ電工（共同） 

 


